
入札公告 （愛南町商工会館耐震補強等工事の入札公募について） 

 下記のとおり、愛南町商工会館耐震補強等工事について、条件付一般競争入札（事後審査型）（以下「入

札」という。）を行いますので広告します。 

 

 令和３年７月５日 

愛南町商工会 会長 髙橋 伸吉 
 

記 
入札公告個別事項 

入札に付

する事項 

入札番号  

工事名 愛南町商工会館耐震補強等工事 

工事場所 愛南町御荘平城 2298-1 

工事概要 耐震補強鉄骨 方杖補強 

工期 工事請負契約の成立の日の翌日から令和３年 12月 20 日まで 

予定価格 10,340,000 円（9,400,000 円（消費税及び地方消費税を除く。）） 

入札参加

資格 

(1)設計業務等の

受託者 

商号又は名称 有限会社 松下建築構造事務所 

住所(本社) 愛媛県伊予郡松前町大字筒井 964-2 

電話番号 089-984-0660 

ＦＡＸ番号 089-984-0890 

電子メール info@matsushita-se.com 

(2)建設業許可 

許可業種 建設工事業 

許可区分 一般建設業又は特定建設業 

本店等区分 本店 

本店等所在地 愛南町 

(3)経営事項審査 
建設工事の種別 － 

その他(経審) － 

(4)格付け 

格付け業種 建築一式工事 

格付け等級 A 等級、B等級、C等級、D 等級 

その他(格付け) － 

(5)施工実績（過去

15 年間） 

工事の種類等 建築工事（耐震補強工事） 

出資比率等 － 

(6)配置予定技術

者の資格等及び従

事経験(過去 15 年

間) 

種類 監理技術者又は主任技術者 

法令による資

格・免許等 

・上記(2)に掲げる許可業種に関して建設業法第

7条第 2号イ、ロ若しくはハ又は同第 15条第 2 号

イ、ロ若しくはハに該当する者であること。 

・監理技術者にあっては、監理技術者資格者証（上

記(2)に掲げる許可業種に係るものに限る。）及び

監理技術者講習修了証（監理技術者資格者証の裏

面に講習修了履歴が張り付けられている者は不

要）を有する者であること。 

従事経験 － 

(7)その他 その他 愛南町商工会の会員で会費を完納していること。 

契約条項

を示す場

所及び問

担当部局 愛南町商工会 事務局 

住所 〒798-4110 愛媛県南宇和郡愛南町御荘平城 2298-1 

電話番号 0895-73-0700 



合せ先 ＦＡＸ番号 0895-73-0466 

電子メール ainan@iaa.itkeeper.ne.jp 

日程等 

入札説明書の掲載

期間 

令和３年７月５日（月）から令和３年７月 21 日（水）まで 

※愛南町商工会ホームページに掲載 

設計書等の閲覧・

貸与期間 

令和３年７月５日（月）から令和３年７月 21日（水）までの受付期

間中 

※入札説明書４（１）（３）のとおり 

設計書等について

の質問提出期間 

令和３年７月５日（月）から令和３年７月 15 日（木）まで（ただし

最終日は正午まで） 

※入札説明書４（２）（３）のとおり 

質問に対する回答

の公表期間 

令和３年７月 16 日（金）から令和３年７月 21 日（水）まで 

※入札説明書４（４）のとおり 

申請書類及び入札

書等の提出期間 

令和３年７月 21 日（水）まで 

※入札説明書２及び５のとおり 

開札日時 
令和３年７月 27 日（火） 午後１時 30分～ 

※入札説明書６のとおり 

開札場所 
愛媛県南宇和郡愛南町御荘平城 2298-1 

愛南町商工会館 ３階 研修室 

低入札価格調査資

料の提出期限 

（※調査基準価格を下回った入札を行った者のみ提出） 

令和３年８月３日（火） 午後 ５時 00 分 

落札者の決定の期

限 

令和３年７月 29 日（木）（ただし、調査基準価格を下回った入札が

行われた場合は、この限りでない。） 

※愛南町商工会ホームページに掲載 

入札参加資格をみ

とめられなかった

理由の説明要求期

限 

令和３年８月９日（月）までの受付時間中 

※入札説明書３のとおり 

説明要求に対する

回答期限 
令和３年８月 20 日（金） 

支払条件 

前払金 

請負代金額の 10 分の４に相当する額以内の額とする。（部分払に代

えて中間前金払を選択した場合は、10分の６に相当する額以内）な

お、低入札価格調査に係る契約にあっては、前金払は請負代金額の

10 分の２に相当する額以内の額とする。（部分払に代えて中間前金

払を選択した場合は、10分の４に相当する額以内） 

部分払 
中間前金払に代えて部分払を選択した場合、部分払を請求できる回

数は、２回を限度とする。 

その他 
・この広告の工事の入札においては、愛南町低入札価格調査制度（建築算定方式）を適用

する。 

 


